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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重錘体と、上面視して前記重錘体を囲むように位置する枠体と、前記重錘体と前記枠体
との上面側をそれぞれ接続する可撓性を有する接続体と、圧力検出部と、加速度検出部と
を有するセンサであって、
前記重錘体は、
上面から下面まで貫通する貫通孔を有する主部と、
前記主部の上面に前記貫通孔の外周を囲むように接続された取付部と、
前記取付部に前記貫通孔を塞ぐように接続された可撓性を有する第１蓋部と、
前記主部の下面に前記貫通孔を塞ぐように配置された、前記第１蓋部に比べて外部からの
力に対して変形量が小さく、前記主部よりも質量が小さい第２蓋部とを含み、
前記圧力検出部は、前記第１蓋部に配置されて、前記主部、前記第１蓋部、前記第２蓋部
および前記取付部で形成された密閉空間と外界との気圧差によって生じる前記第１蓋部の
撓みを電気信号として検出し、
前記加速度検出部は、前記接続体に配置されて、前記重錘体に加えられた加速度によって
生じる前記接続体の撓みを電気信号として検出する、センサ。
【請求項２】
　前記重錘体は、平面視で、その重心が前記貫通孔と重なり、前記取付部の内側に比べて
前記取付部の外側が重くなるように偏った重量分布を有する、請求項１記載のセンサ。
【請求項３】



(2) JP 6258977 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

　前記第１蓋部は、前記接続体と一体的に形成されている、請求項１または２に記載のセ
ンサ。
【請求項４】
　前記第２蓋部は、前記主部と一体的に形成されている、請求項１乃至３のいずれかに記
載のセンサ。
【請求項５】
　基板の上面にそれぞれピエゾ抵抗からなる圧力検出部および加速度検出部を形成する検
出部形成工程と、
前記基板を加工することにより、前記圧力検出部を有する重錘体、平面視で前記重錘体を
囲む枠体、および前記加速度検出部を有し、一方端が前記枠体に他方端が前記重錘体に連
結される接続体を形成する加工工程とを有し、
前記加工工程において、前記重錘体を形成する工程が、
前記基板の前記圧力検出部が形成された側と反対側の面に凹部を形成し、前記圧力検出部
が形成された領域と重なる前記凹部の底面が可撓性を有するように前記基板の一部を薄層
化して第１蓋部とする工程と、
前記第１蓋部から続く、前記凹部の側壁の一部を、前記第１蓋部に接続された取付部およ
び前記取付部に接続された主部とする工程と、
内部に密閉空間が形成されるように前記凹部を塞ぐ、前記主部よりも質量が小さい第２蓋
部を配置する工程とを含む、センサの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも気圧および加速度の検出が可能なセンサおよびその製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な電子機器に多種多様の物理量を検出するためのセンサが組み込まれている
。そして、センサを電子機器に組み込むために、センサ自体の小型化が求められており、
半導体チップを用いた小型センサが多く利用されている。
【０００３】
　たとえば、半導体基板にピエゾ抵抗素子を形成してなる加速度センサ（特許文献１：特
開平３－２５３５号公報参照）や、そのような加速度センサの製造方法（特許文献２：特
開平４－８１６３０号公報参照）や、半導体ダイアフラム上にピエゾ抵抗素子を形成する
タイプの圧力センサ（特許文献３：特開平１１－１４２２７０号公報参照）が提案されて
いる。
【０００４】
　しかし、特許文献１～３に記載された技術を用いたセンサは、それぞれ１つの物理量を
センシングするものであり、多数の物理量をセンシングする必要がある場合には複数個の
センサを電子機器に組み込む必要があった。すなわち、２種類の物理量をセンシングする
場合には個々のセンサの大きさの２倍の実装面積を要し、電子機器の小型化に対する要求
に十分に応えることができなかった。
【０００５】
　その一方で、加速度と圧力とは、いずれも基本的な物理量であり、これら双方を検出し
て機能する電子機器も多く存在する。
【０００６】
　本発明は、上述の事情の下で考え出されたものであって、単一の構造体によって加速度
および気圧を検出可能なセンサおよびその製造方法を提供することを目的とする。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の一実施形態にかかるセンサは、重錘体と、上面視してこの重錘体を囲むように
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位置する枠体と、重錘体と枠体との上面側をそれぞれ接続する可撓性を有する接続体と、
圧力検出部と、加速度検出部とを有している。
【０００８】
　重錘体は、上面から下面まで貫通する貫通孔を有する主部と、主部の上面に貫通孔の外
周を囲むように接続された取付部と、取付部に貫通孔を塞ぐように接続された可撓性を有
する第１蓋部と、主部の下面に貫通孔を塞ぐように配置された、第１蓋部に比べて外部か
らの力に対して変形量が小さく、主部よりも質量が小さい第２蓋部とを含んでいる。
【０００９】
　さらに、圧力検出部は、第１蓋部に配置されて、主部、第１蓋部、第２蓋部および取付
部で形成された密閉空間と外界との気圧差によって生じる第１蓋部の撓みを電気信号とし
て検出する。また、加速度検出部は、接続体に配置されて、重錘体に加えられた加速度に
よって生じる接続体の撓みを電気信号として検出する。
【００１０】
　本発明の一実施形態にかかるセンサの製造方法は、基板の上面にそれぞれピエゾ抵抗か
らなる圧力検出部および加速度検出部を形成する検出部形成工程と、基板を加工すること
により、圧力検出部を有する重錘体、平面視で重錘体を囲む枠体、および加速度検出部を
有し、一方端が枠体に他方端が重錘体に連結された接続体を形成する加工工程とを有して
いる。
【００１１】
　そして、加工工程において、重錘体を形成する工程は、基板の圧力検出部が形成された
側と反対側の面に凹部を形成し、圧力検出部が形成された領域と重なる凹部の底面が可撓
性を有するように基板の一部を薄層化して第１蓋部とする工程と、第１蓋部から続く、凹
部の側壁の一部を、第１蓋部に接続された取付部および取付部に接続された主部とする工
程と、内部に密閉空間が形成されるように凹部を塞ぐ、主部よりも質量が小さい第２蓋部
を配置する工程とを含むものである。
【００１２】
　上記各実施形態によれば、単一の構造体により、少なくとも加速度および気圧を検出可
能な小型のセンサを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の１つの実施形態に係るセンサの概略構成を示す平面図である。
【図２】本発明の１つの実施形態に係るセンサの概略構成を示す断面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）はそれぞれ、本発明の１つの実施形態に係るセンサの製造方法の
工程を示す平面図および断面図である。
【図４】図３に続く工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明のセンサの一実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態に係るセンサ１００の平面図であり、図２は、図１のII－
II線における断面図である。センサ１００は、枠体１０と、枠体１０の内側に位置する重
錘体２０と、枠体１０と重錘体２０とを接続する接続体３０と、圧力を検出する圧力検出
部Ｒｐと、加速度を検出する加速度検出部Ｒａとを有する。以下、各部位について詳述す
る。
【００１６】
　重錘体２０は、第１蓋部２１，主部２２，第２蓋部２３および第１蓋部２１と主部とを
取り付ける取付部２４を備え、これらで内部に密閉空間２５を形成している。
【００１７】
　センサ１００に加速度が加わると、加速度に応じた力が重錘体２０に作用し、重錘体２
０が動くことで接続体３０が撓むようになっている。そして、接続体３０の撓み量に応じ
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た電気信号を加速度検出部Ｒａによって検出し、不図示の電気配線によってその電気信号
を取り出して演算することにより、加速度を検出することができる。
【００１８】
　また、センサ１００がある気圧の雰囲気下に配置されると、重錘体２０の内部の密閉空
間２５内の雰囲気と外部雰囲気との圧力差に応じて第１蓋部２１が撓むようになっている
。そして、第１蓋部２１の撓み量に応じた電気信号を圧力検出部Ｒｐによって検出し、不
図示の電気配線によってその電気信号を取り出して演算することにより、気圧を検出する
ことができる。
【００１９】
　重錘体２０は、第１蓋部２１，主部２２ともに平面形状が略正方形であり、互いの中心
が重なるように配置されている。なお、図１において、下方に位置する主部２２の平面形
状を破線で示している。第１蓋部２１の大きさは、略正方形の一辺の長さが例えば０．２
５ｍｍ～０．５ｍｍに設定される。また、第１蓋部２１の厚みは、例えば５μｍ～２０μ
ｍに設定される。このような形状とすることにより、第１蓋部２１は可撓性を有するもの
となる。主部２２の大きさは、略正方形の一辺の長さが例えば０．４ｍｍ～０．６５ｍｍ
に設定される。また、主部２２の厚みは、例えば０．２ｍｍ～０．６２５ｍｍに設定され
る。このような第１蓋部２１と主部２２とは取付部２４を介して接続される。言い換える
と、取付部２４は第１蓋部２１と主部２２との間に間隙を設け、第１蓋部２１を変形可能
とし、主部２２を変位可能とするものである。取付部２４は、第１蓋部２１の下面側にお
いて、その外縁部を囲うような閉空間を形成する形状となっている。この例では、第１蓋
部２１の形状に合わせ、略正方形のリング形状としている。厚みは、例えば１μｍに設定
される。第１蓋部２１，主部２２，取付部２４は、例えばＳＯＩ（Silicon on Insulator
）基板を加工することによって一体的に形成されている。
【００２０】
　なお、第１蓋部２１，主部２２の平面形状は正方形に限られず、円や長方形、多角形な
ど任意の形状が可能である。
【００２１】
　そして、主部２２には、その上面２２ａと下面２２ｂとを貫通する貫通孔２２ｃが形成
されている。貫通孔２２ｃは、平面視で取付部２４の内側に位置するように形成されてい
る。貫通孔２２ｃの平面形状は、取付部２４の形状に合わせ、略正方形とする。ただし、
貫通孔２２ｃの平面形状は正方形に限られず、円や長方形、多角形など任意の形状が可能
である。そして、貫通孔２２ｃの上面２２ａ側における形状と下面２２ｂ側における形状
とは略同一とし、上面２２ａから下面２２ｂまで直線でつなぐような形状とする。ただし
、貫通孔２２ｃはこの形状に限定されず、テーパー形状や逆テーパー形状としてもよい。
【００２２】
　このような貫通孔２２ｃを下面２２ｂ側で塞ぐように、第２蓋部２３が配置される。第
２蓋部２３の平面形状は、貫通孔２２ｃを塞げるものであれば特に限定されないが、例え
ば、第１蓋部１と略同一の形状とすればよい。第２蓋部２３の厚みは、第２蓋部２３が第
１蓋部２１に比べて、力が加わったときの変形量が小さくなるよう、構成する材料と関連
して適宜設定するが、例えば、０．１ｍｍ程度としてもよい。第２蓋部２３を構成する材
料は、第１蓋部２１，主部２２および取付部２４と共に、貫通孔２２ｃを封止し、密閉空
間２５を形成できるよう、その気密性を確保できる材料を用いることが好ましい。このよ
うな材料としては、アルミニウム（Ａｌ），モリブデン（Ｍｏ）等の金属材料や、ガラス
，セラミックス，半導体等を適宜用いることができる。また、主部２２の下面２２ｂには
、ろう材，半田，有機樹脂等の接着部材を介して第２蓋部２３を接合してもよい。
【００２３】
　密閉空間２５の雰囲気は、真空，大気，不活性ガス等に適宜設定することができる。そ
して、密閉空間２５の雰囲気を大気圧よりも低い減圧環境としておく。この場合には、セ
ンサ１００が大気圧下に位置する場合には、第１蓋部２１は密閉空間２５側に凹むように
変形する。そして、第１蓋部２１の上面に形成された圧力検出部Ｒｐから、その撓みに応
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じた電気信号を検出する。
【００２４】
　なお、密閉空間２５の雰囲気の圧力は大気圧よりも高くしておいてもよいが、温度変化
による影響を小さくするために低くすることが好ましく、より好ましくは真空とすること
がよい。
【００２５】
　本実施形態によれば、第２蓋部２３は、力が加わったときの変形量が第１蓋部２１に比
べ小さくなっているため、密閉空間２５を形成する内壁のうち気圧差によって最も変形す
る部位は第１蓋部２１である。ここで応力検出部Ｒｐがこの第１蓋部２１に配置されてい
るので、高感度に圧力差を検出することができる。さらに、第２蓋部２３の力が加わった
ときの変形量を主部２２の変形量と同程度となるように極めて小さくすることにより、さ
らに圧力センサとしての感度を高めることができる。
【００２６】
　本実施形態によれば、詳細は後述するが、圧力検出部Ｒｐはピエゾ抵抗等の抵抗素子か
らなる。圧力検出部Ｒｐは、第１蓋部２１の中央付近に形成されるＲｐ１，Ｒｐ２と、第
１蓋部２１のうち変位可能な領域の外周部に形成されるＲｐ３，Ｒｐ４とを含む。ここで
、第１蓋部２１のうち変位可能な領域の外周部とは、平面視で取付部２４の内側から連続
する領域のことを指すものとする。このように圧力検出部Ｒｐ１～Ｒｐ４を設けることに
より、例えば、第１蓋部２１の中央部が下側に窪むように撓む場合には、圧力検出部Ｒｐ
１、Ｒｐ２には長手方向に縮む応力が生じ、圧力検出部Ｒｐ３，Ｒｐ４には長手方向に伸
びる応力が加わる。これらの応力に応じた電気信号を圧力検出部Ｒｐ１～Ｒｐ４で検出す
ることで、気圧をセンシングすることが可能となる。
【００２７】
　そして、このような重錘体２０を囲繞するように枠状の枠体１０が設けられている。枠
体１０は、平面形状が略正方形であり、中央部に重錘体２０よりも若干大きい略正方形の
開口部を有している。枠体１０は、その一辺の長さが例えば１．４ｍｍ～３．０ｍｍに設
定され、枠体１０を構成するアームの幅（アームの長手方向と直交する方向の幅）は例え
ば０．３ｍｍ～１．８ｍｍに設定される。また枠体１０の厚みは、例えば０．２ｍｍ～０
．６２５ｍｍに設定される。
【００２８】
　このような枠体１０と重錘体２０との間には、図１に示すように、接続体３０が設けら
れている。接続体３０は、一方端が枠体１０の各内周面における上面側の部位の中央部に
連結され、他方端が重錘体２０の第１蓋部２１の各外周面における上面側の部位の中央部
に連結されている。本実施形態におけるセンサ１００では、４本の接続体３０が設けられ
ており、４本の接続体３０のうち２本はＸ軸方向に伸びて重錘体２０を間に挟んだ状態で
同一直線状に配され、他の２本はＹ軸方向に伸びて重錘体２０を間に挟んだ状態で同一直
線状に配されている。なお、接続体３０の平面視形状は図１のような直線状に限らず、屈
曲形状や湾曲形状であってもよい。
【００２９】
　接続体３０は可撓性を有し、センサ１００に加速度が加わると重錘体２０が動き、重錘
体２０の動きに伴って接続体３０が撓むようになっている。接続体３０は、例えば長手方
向の長さが０．３ｍｍ～０．８ｍｍに設定され、幅（長手方向と直交する方向の長さ）が
０．０４ｍｍ～０．２ｍｍに設定され、厚みが５μｍ～２０μｍに設定されている。この
ように接続体３０を細長く且つ薄く形成することによって可撓性が発現する。
【００３０】
　接続体３０の上面には図１に示すように抵抗素子である加速度検出部Ｒａｘ１～Ｒａｘ
４，Ｒａｙ１～Ｒａｙ４およびＲａｚ１～Ｒａｚ４が形成されている（以下、これらの抵
抗素子をまとめて称するときは適宜、符号Ｒａで表す）。加速度検出部Ｒａｘ１～Ｒａｘ
４，Ｒａｙ１～Ｒａｙ４およびＲａｚ１～Ｒａｚ４は、３軸方向（図１に示した３次元直
交座標系におけるＸ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向）の加速度を検出できるように接続体３
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０の所定の位置に形成された上で、ブリッジ回路を構成するように結線されている。
【００３１】
　このような加速度検出部Ｒａｘ１～Ｒａｘ４，Ｒａｙ１～Ｒａｙ４およびＲａｚ１～Ｒ
ａｚ４ならびに前述の圧力検出部Ｒｐ１～Ｒｐ４は、例えば、ＳＯＩ基板の最上層にボロ
ン（Ｂ）を打ち込むことによって抵抗体膜を形成した後、抵抗体膜をエッチングなどによ
り所定の形状にパターニングすることによって形成することができる。これにより、ピエ
ゾ抵抗素子からなる加速度検出部Ｒａおよび圧力検出部Ｒｐを形成することができる。
【００３２】
　ピエゾ抵抗素子からなる加速度検出部Ｒａおよび圧力検出部Ｒｐを用いた場合には、第
１蓋部２１や接続体３０の撓みに起因する変形に応じて抵抗値が変化し、この抵抗値の変
化に基づく出力電圧の変化を電気信号として取り出し、これを外部のＩＣで演算処理する
ことによって、印加された加速度の方向ならびに大きさまたは圧力の増減および大きさを
検知することができる。
【００３３】
　なお、加速度検出部Ｒａおよび圧力検出部Ｒｐから電気的に接続された配線および外部
のＩＣ等へ取り出すためのパッド電極等が、枠体１０，第１蓋部２１および接続体３０の
上面に設けられており、これらを介して電気信号の外部への取り出しなどを行なっている
。
【００３４】
　これらの配線は、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金などからなり、これらの材
料をスパッタリングなどによって成膜した後、所定の形状にパターニングすることによっ
て枠体１０，第１蓋部２１および接続体３０の上面に形成される。
【００３５】
　このような構成のセンサ１００によれば、加速度センサとして機能するための重錘体２
０内部に密閉空間２５を形成することができるので、センサ１００のサイズを大型化する
ことなく、気圧センサとしての機能を持たせることができる。
【００３６】
　さらに、重錘体２０の厚みのほぼ全領域に広がるような密閉空間２５を設けているため
、密閉空間２５を大きく取ることができる。これにより、気圧変化に対する感度が高くな
り、高精度な気圧センサとして機能するものとなる。
【００３７】
　なお、本実施形態のように、重錘体２０を平面視したときに、重錘体２０の重心が貫通
孔２２ｃと重なるとともに、重錘体２０の重量分布は、取付部２４の内側に比べて取付部
２４の外側が重くなるように偏るようにしてもよい。この場合には、重錘体２０に力が加
わって変位するときに、重錘体２０の速度は、振り子のように下向き（Ｚ軸方向）の成分
を多く含むものではなく、外周方向（ＸＹ方向）の成分を多く含むようになるので、加速
度センサとしての感度を高くすることができる。
【００３８】
　特に、センサ１００は、感圧膜として機能する第１蓋部２１のうち撓むことのできる領
域の外側に重錘体２０の重量成分が存在する。これにより、重錘体２０の重量分布をより
外周方向に偏らせることが可能となる。また、このような重量分布は重錘体２０の厚み方
向のほぼ全領域（９０％以上の領域）において成立している。このため、加速度の検出感
度の高いセンサ１００として機能するものとなる。
【００３９】
　また、センサ１００は、本実施形態のように、枠体１０，第１蓋部２１および接続体３
０が一体形成されるようにしてもよい。この場合は、強度が高く、信頼性の高いセンサと
することができる。さらに、この例で示すように、第２蓋部２３を除く全ての構成要素が
一体形成されるようにしてもよく、その場合には、さらに信頼性の高いセンサ１００とす
ることができる。
【００４０】
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　さらに、センサ１００は、本実施形態のように、加速度検出部Ｒａおよび圧力検出部Ｒ
ｐをピエゾ抵抗で形成してもよい。気圧をセンシングする場合には、センサを外部雰囲気
に曝す必要がある。一般的な静電容量型のセンサの場合には、センサ素子と対向する電極
を必要とし、かつ、その電極がセンサ素子を気密封止するようなパッケージに設けられて
いる。このため、気圧センサを加速度センサと同一素子に組み込むことは困難となる。こ
れに対して、本実施形態のようにピエゾ抵抗を用いることにより、センサ１００のみで気
圧、加速度をセンシングすることができる。これにより、加速度センサと気圧センサとが
一体化可能となる。また、微小空間におけるダンピングの影響も抑制することができる。
【００４１】
　以上より、本実施形態のセンサ１００によれば、少なくとも気圧と加速度とを検出可能
なセンサを１つの構成体で、大型化することなく実現することができ、かつ、高感度のセ
ンサとすることができる。なお、重錘体２０をＸＹ平面内で回旋運動させることで角速度
を検出することも可能となる。重錘体２０を回旋運動させるためには、例えば、互いに向
き合う主部２２の外周面と枠体１０の内周面とに電極を設けて静電引力によって実現して
もよいし、センサ１００の外側に磁力を発生させて実現してもよい。
【００４２】
　（変形例）
　上述の例では主部２２をＳＯＩ基板を加工して形成したが、別体を接続して形成しても
よい。その場合には、より密度の高い材料を用いることにより、同じ加速度でも生じる力
を大きくし、それに伴い接続体３０の撓み量を大きくすることができる。これにより、さ
らに感度の高いセンサを提供することができる。
【００４３】
　なお、別体からなる主部２２を用いる場合には、主部２２と第２蓋部２３とを一体形成
してなるものを用いてもよい。具体的には、凹部を有する部材を、凹部の開口側が取付部
２４を介して第１蓋部２１に接続するように構成すればよい。この場合には、凹部の底面
が第２蓋部２３として機能する。このように構成することにより、主部２２と第２蓋部２
３との間の気密性および強度を保つことができるとともに、凹部の形状を制御することに
よって密閉空間２５の形状を精度よく実現することができる。これにより、信頼性の高い
センサを提供できるものとなる。
【００４４】
　このような、主部２２と第２蓋部２３とが一体形成されてなる部材を用いる場合には、
その凹部の深さを部材全体の厚みに対して５０％以上、より好ましくは９０％以上とする
ことが好ましい。凹部の形状をこのような構成とすることにより、重錘体２０を平面視し
たときの重錘体２０としての重量分布を取付部２４の内側よりも外側にずらすことができ
、感度の高いセンサとすることができる。
【００４５】
　また、上述の例では、気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａをピエゾ抵抗で形成した
例を用いて説明したが、第１蓋部２１および接続体３０の撓みを検出できればこれに限定
されない。
【００４６】
　例えば、気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａを電極とし、静電容量の変化によって
第１蓋部２１および接続体３０の撓みの大きさ、および撓みの方向を電気信号として検出
してもよい。この場合には、新たに、第１蓋部２１および接続体３０と間隔を開けて配置
された固定部を設け、この固定部に気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａと対向する電
極を設ける。そして固定部側の電極と、気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａとを一対
の電極として機能させ、静電容量を測定すればよい。なお、この場合には、固定部によっ
て外部雰囲気からセンサが遮蔽されないように、固定部を設ける必要がある。
【００４７】
　また、上述の例では、貫通孔２２ｃは主部２２の中央部に１か所のみ形成した例を用い
て説明したが、貫通孔２２ｃは複数か所設けてもよい。例えば、上面視で、接続体３０と
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重ならない領域においてそれぞれ副貫通孔を形成してもよい。副貫通孔の形成位置または
大きさ等を調整することにより、センサ１００のＸＹ方向における検出感度が異なる場合
に、検出感度を補正可能となる。
【００４８】
　＜センサ１００の製造方法＞
　次に、上述のセンサ１００の製造方法について、図３～図４を用いて説明する。
なお、図３において、（ａ）および（ｂ）は図１のII－II線における断面に相当する断面
図であり、（ｃ）は上面図である。図４は、図１のII－II線における断面に相当する断面
図である。
【００４９】
　（検出部形成工程）
　まず、図３（ａ）に示すように、基板５０の上面に抵抗体膜５１を形成する。
【００５０】
　基板５０は、例えばＳＯＩ基板であり、Ｓｉからなる第１層５０ａと、ＳｉＯ２からな
る第２層５０ｂと、Ｓｉからなる第３層５０ｃとがこの順に積層された積層構造を有する
。各層の厚みは、第１層５０ａが１０μｍ程度、第２層５０ｂが１μｍ程度、第３層５０
ｃが５００μｍ程度である。
【００５１】
　このようなＳＯＩ基板からなる基板５０の第１層５０ａの主面にイオン注入法によって
ボロンやヒ素（Ａｓ）などの打込みを行なうことで抵抗体膜５１を形成する。抵抗体膜５
１は、例えば、第１層５０ａ表面における不純物濃度が１×１０１８ａｔｍｓ／ｃｍ３で
あり、深さが約０．５μｍである。
【００５２】
　次に、図３（ｂ）に示すように、抵抗体膜５１の一部を除去し、抵抗体膜５１を、基板
５０の上面の所望の位置に、所望の形状で形成された気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部
Ｒａとする。
【００５３】
　この工程は、例えば、抵抗体膜５１上に気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａの形状
に合わせたレジスト膜を形成した後、ＲＩＥエッチングなどのエッチングによってレジス
ト膜から露出する抵抗体膜５１を除去するものである。その後、レジスト膜を除去するこ
とで上面に気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａを形成できる。
【００５４】
　気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａを形成した後、気圧検出部Ｒｐおよび加速度検
出部Ｒａに連結する不図示の配線および素子側電極パッドを形成する。配線および素子側
電極パッドは、例えば、アルミニウムなどの金属材料をスパッタリングによって成膜した
後、ドライエッチングなどにより所定の形状にパターニングすることによって形成できる
。
【００５５】
　（加工工程）
　次に、気圧検出部Ｒｐ，加速度検出部Ｒａが形成された基板５０を加工することにより
、圧力検出部Ｒｐを有する重錘体２０と、重錘体２０を囲むような枠体１０と、加速度検
出部Ｒａを有し、一方端が枠体１０に他方端が重錘体２０に連結される接続体３０とを形
成する。
【００５６】
　具体的には、まず、図３（ｃ）に示すように、基板５０の第１層５０ａ側から、第１層
５０ａを所望の形状にパターニングする（第１パターニング工程）。すなわち、枠状の第
１領域Ａ１と、第１領域Ａ１の内側に位置する第２領域Ａ２と、第１領域Ａ１と第２領域
Ａ２とをつないで梁状の第３領域Ａ３を確定する、第１層５０ａのうち第１～第３領域Ａ
１，Ａ２，Ａ３を除く領域とを取り除く。ここで、第２領域には圧力検出部Ｒｐが配置さ
れており、第３領域には加速度検出部Ｒａが配置されている。
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【００５７】
　次に、図４に示すように、基板５０の第３層３０ｃ側から、第１領域Ａ１の内側に平面
視で閉空間を形成する環状の溝５８を形成する。この溝５８は、第１領域Ａ１と第２領域
Ａ２との間に設け、該当部位の第３層５０ｃおよび第２層５０ｂを除去して、第１層５０
ａの下面を露出するように形成する。溝５８を形成することにより、基板５０の外周部か
ら連続して存在する、第１層５０ａ，第２層５０ｂおよび第３層５０ｃの積層体で構成さ
れる枠体１０が形成される。言い換えると、枠体１０はその他の部位と溝５８によって区
分されている。
【００５８】
　さらに、基板５０の第３層５０ｃ側から、平面視で、第１領域Ａ１の内側から第２領域
Ａ２に到達する領域において、第２層５０ｂを除去し、第１層５０ａと第３層５０ｃとの
間に空隙５９を形成する。この空隙５９により、第３領域Ａ３の第１層５０ａが厚み方向
で他の部位と分離され、梁状の接続体３０となる。接続体３０の一方端は第１領域Ａ１（
枠体１０）の第１層５０ａと一体的に形成されることで接合部のない連続した一体構造と
なり、耐久性が向上する。接続体３０の他方端は第２領域Ａ２（重錘体２０）の第１層５
０ａと一体的に形成されることで接合部のない連続した一体構造となり、耐久性が向上す
る。
【００５９】
　次に、重錘体２０の形成方法について詳述する。
【００６０】
　基板５０の第３層５０ｃ側から、平面視で第２領域Ａ２の外周部を除く内側の領域にお
いて、凹部６０を形成して基板５０を薄層化させる。凹部６０の底面部は薄層化すること
で可撓性を持たせることができる。具体的には、凹部６０は、第３層５０ｃおよび第２層
５０ｂを除去して第１層５０ａを露出させることで形成する。
【００６１】
　このようにして形成された、第１層５０ａのうち第２領域Ａ２に相当する領域が第１蓋
部２１となる。ここで、第１蓋部２１のうち、その下面に直接接する層がない部位が可撓
性を有する感圧膜として機能し、この感圧膜内に圧力検出部Ｒｐが形成されている。
【００６２】
　そして、凹部６０の側壁を形成する上端部、すなわち第１蓋部２１と接する第２層５０
ｂが取付部２４として機能する。取付部２４は、平面視で凹部６０の外周を囲うような形
状となっている。なお、取付部２４は、第２層５０ｂを枠体１０側と圧力検出部Ｒｐ側と
の２方向から除去して環状に加工することで形成する。具体的には２段階に分けて形成す
る。第１段階は、接続体３０を形成するときに、枠体１０側から（第１領域Ａ１の内側か
ら）第２領域Ａ２に到達する領域において第２層５０ｂを除去することで行なう。第２段
階は、凹部６０を形成するときに、第２領域Ａ２の外周部を一部残して第２層５０ｂを除
去することで行なう。このような２段階を経て取付部２４を形成する。
【００６３】
　そして、取付部２４と接続され、枠体１０の第３層５０ｃと分離し、かつ、この枠体１
０の内側に存在する第３層５０ｃが主部２２となる。なお、主部２２において、第３層５
０ｃの厚み方向の一部を除去し、主部２２の下面が枠体１０の下面に比べて上側に位置す
るようにしてもよい。
【００６４】
　次に、第３層５０ｃ側から、主部２２のうち凹部６０によって開口している開口部を第
２蓋部２３によって塞ぐ（図２参照）。第２蓋部２３は、力が加わったときに変形しにく
い材料および形状のものが選択される。この例では、金属製のキャップを採用している。
これにより、第１蓋部２１，主部２２，第２蓋部２３および取付部２４により、凹部６０
により形成された内部空間を封止し、密閉空間２５を形成する。
【００６５】
　ここで、第２蓋部２３を取り付ける工程は、真空雰囲気下で行なう。すなわち、密閉空
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間２５は大気圧に比べて減圧された状態となっている。
【００６６】
　このような工程を経ることで、重錘体２０を有するセンサ１００を提供することができ
る。
【００６７】
　なお、基板５０の加工は、従来周知の半導体微細加工技術、例えばフォトリソグラフィ
法やディープドライエッチングによって実現することができる。
【００６８】
　このような工程を経ることにより、重錘体２０は、１枚の基板５０を加工することによ
り、第２蓋部２３を除く形状を形成して得られるものとなる。これにより、枠体１０およ
び重錘体２０と接続体３０との接続強度、第１蓋部２１と取付部２４および主部２２との
接続強度を確保することができるため、信頼性を高めることができる。さらに、第１蓋部
２１と取付部２４および主部２２とが隙間なく確実に接続されることから、密閉空間２５
の気密性を高めることができ、気圧センサとしての信頼性を高めることができる。
【００６９】
　さらに、上述の通り、重錘体２０のうち第２蓋部２３を除く形状は、１枚の基板５０を
加工することによって形成される。第２蓋部２３の質量は主部２２の質量に比べて非常に
小さくなる。このため、重錘体２０の質量の大半を占める部位をパターニングによって形
成することができることとなる。これにより、重錘体２０の重心位置、重量分布を高い精
度で所望の位置および分布として実現することができるので、精度が安定したセンサ１０
０を高い生産性でもって提供することができるものとなる。
【００７０】
　また、上述の例のように、接続体３０を形成した後に凹部６０を形成することにより、
接続体３０のビーム幅等の加工幅、加工厚みおよびパターンずれ等に対する補正を凹部６
０によって行なうことができる。
【００７１】
　また、センサ１００を製造する最終工程において、第２蓋部２３によって密閉空間２５
を形成する。このため、その前までの工程における加工精度ばらつき、または特性ばらつ
きに応じて、密閉空間２５に封止する雰囲気の真空度（気圧）を調整し、センシング精度
のばらつきの少ないセンサ１００を提供することができる。
【００７２】
　（変形例）
　上述の例では、抵抗体膜５１を形成した後に、抵抗体膜５１を所望の形状の気圧検出部
Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａとなるように加工した例を用いて説明したが、予め第１層５
０ａの上面にレジスト膜を形成し、気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａを形成する領
域のレジスト膜を除去し、所望の位置（レジスト膜開口部）のみに不純物を拡散させるこ
とにより、気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａを形成してもよい。この場合には、気
圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａが基板５０の上面と同一面となり、段差がなくなる
ので、気圧検出部Ｒｐおよび加速度検出部Ｒａに接続する配線の電気的接続が容易となる
。
【符号の説明】
【００７３】
１０　　　枠体
２０　　　重錘体
２１　　　第１蓋部
２２　　　主部
２２ａ　　上面
２２ｂ　　下面
２２ｃ　　貫通孔
２３　　　第２蓋部
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２４　　　取付部
２５　　　密閉空間
３０　　　接続体
５０　　　基板
５０ａ　　第１層
５０ｂ　　第２層
５０ｃ　　第３層
１００　　センサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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